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舵に関する事項 

改正規則等 
鋼船規則 C 編及び CS 編 
鋼船規則検査要領 C 編及び CS 編 
（日本籍船舶用及び外国籍船舶用） 

改正理由 
IACS 統一規則（UR）S10 には，舵，シューピース及びラダーホーンに関する要件

が規定されており，本会はこれを鋼船規則 C 編及び CS 編に取入れている。 
 
IACS において，当該 UR について見直しを行った結果，複数の船級から見直すべ

き点が挙げられたことから，それらに対応すべく，ラダートランクやコーンカップ

リング等に関する規定を改め，2023 年 2 月に IACS 統一規則 S10(Rev.7)として採択

した。 
 
今般，IACS 統一規則 S10(Rev.7)に基づき，関連規定を改める。 

改正内容 
主な改正内容は次のとおり。 
(1) 外板又はスケグよりも下に伸びるラダートランクのすみ肉溶接肩部の半径に

関する要件を明確にする。 
(2) 舵板及び板材と重量部材（鍛鋼，鋳鋼又は極厚板による一体型部材）の溶接部

に関する要件を改める。 
(3) 舵の内側にトランクが伸びている C 型舵のせん断力及び曲げモーメントを改

める。 
(4) オイルインジェクションフィッティング（ウエットフィッティング）の場合の

ピントルコーンカップリングの押し込み圧力及び押し込み長さの要求事項を

追加する。 
(5) 直径 200 mm 未満の舵頭材及びピントルに用いるスリーブに関する要求事項を

明確にする。 
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「鋼船規則」の一部を次のように改正する。 

 

C 編 船体構造及び船体艤装 

1 編 共通要件 

11 章 貨物区域外の構造 

11.5 船尾構造 

11.5.1 船尾材 

11.5.1.8 ラダートランク 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 材料，溶接及び船体との結合部は，次の(1)から(4)によらなければならない。 
(1) ラダートランクに使用する鋼材は，炭素含有量の溶鋼分析値が 0.23%以下又は炭素

当量（CEQ）が 0.41%以下の，溶接に適したものとしなければならない。 
(2) ラダートランクと外板又はスケグの底部との溶接接合は，完全溶け込み溶接としな

ければならない。 
(3) 外板又はスケグよりも下に伸びるラダートランクの場合，すみ肉溶接の肩部の半径

𝑟については，実行可能な範囲で大きくし，次の算式によらなければならない。（図

11.5.1-5.参照） 
𝑟 ൌ 0.1𝑑/𝐾் 

ただし，次の値以上とすること。 
𝜎  40/𝐾ௌ் N/mm2 の場合 𝑟 ൌ 60 mm 

𝜎 ൏ 40/𝐾ௌ் N/mm2 の場合 𝑟 ൌ 30 mm 

𝑑： 13.2.5.2 に定義される舵頭材の径 
𝜎： ラダートランクの曲げ応力（N/mm2） 
𝐾ௌ்： 13.2.1.2 の規定により定まる舵頭材ラダートランクの材料係数 

研削によって半径を得ても差し支えない。ディスクグラインダ研削を行う場合，溶

接方向の研磨傷は避けなければならない。上記半径は，ゲージを用いて正確に確認

しなければならず，少なくとも 4 つの外形側面について確認しなければならない。

確認記録を検査員に提出しなければならない。 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. ラダートランクの寸法は次による。 
(1) 曲げ及びせん断による等価応力は使用材料の0.35𝜎以下としなければならない。 
(2) ラダートランクの溶接部の曲げ応力は次の算式を満足しなければならない。 
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𝜎  80/𝐾ௌ் 

𝜎： 前-2.の規定による。 
𝐾ௌ்： 13.2.1.2 の規定により定まる舵頭材ラダートランクの材料係数。ただし，0.7

以上とする。 
𝜎： 使用材料の規格最小降伏応力（N/mm2） 
曲げ応力の計算において，考慮すべき長さは，ラダーストック下部ベアリングの高

さの中心と，トランクが外板又はスケグ底に固着される点の間の距離とする。 

 
図 11.5.1-5. すみ肉溶接の肩部の半径 
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13.2 舵 

13.2.1 一般 

13.2.1.3 溶接及び詳細設計 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 舵の曲げによって大きな応力を受ける舵板の溶接部及び板材と重量部材（鍛鋼，鋳

鋼又は極厚板による一体型部材）の溶接部は，次の(1)から(3)によること。 
(1) 板材と重量部材（鍛鋼，鋳鋼又は極厚板による一体型部材）の溶接部は完全溶け込

み溶接としなければならない。 
(2) A 型，D 型及び E 型舵の切欠き部及び C 型舵の上部のような高応力部には，鋳鋼

又は溶接構造のリブを設けなければならない。 
(3) 完全溶け込み溶接は通常 2 方向から溶接しなければならない。裏溶接が不可能な場

合は，鋼製の裏当て金を用いた片面溶接を原則とする。この場合，裏当て金と重量

部材開先の溶接部は片面連続溶接としなければならない。また，開先角度は，片側

溶接の場合，少なくとも 15 度としなければならない（図 13.2.1-3.参照）。なお，

本会が適当と認めた場合，これと異なる溶接施工を認めることがある。 
 
図 13.2.1-3.として次の図を加える。 
 

図 13.2.1-3. 鋼製の裏当て金を用いた舵板の完全溶け込み溶接 
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13.2.2 舵力 
 
13.2.2.1 を次のように改める。 

13.2.2.1  
舵の寸法を決定するために用いられる舵力𝐹ோは，前進及び後進のそれぞれの状態につい

て次の算式による。ただし，特に大きな推力を発生させるプロペラの後方に舵を配置する

場合には，舵力を適当に増さなければならない。 
𝐹ோ ൌ 132𝐾ଵ𝐾ଶ𝐾ଷ𝐴𝑉ଶ（N） 
𝐴： 舵の面積（m2） 
𝑉： 船の速力（kt）。その速力が 10 kt 未満の場合には，𝑉は次の値𝑉୫୧୬としなけれ

ばならない。 

𝑉୫୧୬ ൌ
𝑉  20

3
（𝑘𝑡） 

後進状態に対しては，A 編 2.1.30 に規定する後進速力𝑉は次の値とする。ただ

し，最大後進速力が𝑉を超えて計画されている場合にはその速力とする。 
𝑉 ൌ 0.5𝑉（kt） 

𝐾ଵ： 舵のアスペクト比Λによって定まる係数で，次の算式による。 

𝐾ଵ ൌ
Λ  2

3
 

Λ： 次の算式による。ただし，Λは，2 を超える必要はない。 

Λ ൌ
ℎଶ

𝐴௧
 

ℎ： 図 13.2.2-1.の座標系により求められる舵の平均高さ（m） 
𝐴௧： 舵の面積𝐴（m2）。ただし，舵の平均高さℎの範囲内にラダーポスト

又はラダーホーンがある場合にはそれらを含む合計面積（m2）とする。 
𝐾ଶ： 舵の断面形状の種類によって定まる係数で表 13.2.2-1.による。 
𝐾ଷ： 舵の設置位置によって定まる係数で次の値とする。 

プロペラ後流の外に舵がある場合： 0.8 
プロペラノズルを有し，その後方に舵がある場合： 1.15 
その他の場合： 1.0 

13.2.5 舵頭材 
 
13.2.5.2 を次のように改める。 

13.2.5.2 下部舵頭材 
下部舵頭材とは，トルクと曲げモーメントの合成力を受けるラダーキャリアのベアリン

グ中央より下方の部分の舵頭材をいい，その径𝑑は等価応力が 118/𝐾ௌ（N/mm2）を超えな

いように定めなければならない。等価応力𝜎は，次の算式による。 

𝜎 ൌ ඥ𝜎ଶ  3𝜏௧ଶ（N/mm2） 
𝜎及び𝜏௧： それぞれ舵頭材の考慮している位置に働く曲げ応力及び捩り応力

で次の算式による。 

曲げ応力：𝜎 ൌ
10.2𝑀

𝑑
ଷ ൈ 10ଷ（N/mm2） 



 

6/35 

捩り応力：𝜏௧ ൌ
5.1𝑇ோ
𝑑

ଷ ൈ 10ଷ（N/mm2） 

𝑀： 舵頭材の考慮している位置における曲げモーメント（N-m） 
𝑇ோ： 13.2.3 の規定による。 

舵頭材の水平断面の形状が円形の場合には，舵頭材の径𝑑は，次の算式により算出して

差し支えない。 

𝑑 ൌ 𝑑௨ ∙ ඨ1 
4
3
൬
𝑀
𝑇ோ
൰
ଶల

（mm） 

𝑑௨： 13.2.5.1 の規定により定まる舵頭材の径（mm） 
舵の内側にトランクが伸びている C 型舵の場合，舵頭材の寸法は，次の 2 ケースを考慮

しなければならない。 
(1) 舵全体に圧力がかかる場合 
(2) ネックベアリングの中央より下の舵部分にのみ圧力がかかる場合 

13.2.6 舵板，舵骨及び舵心材 
 
13.2.6.1 を次のように改める。 

13.2.6.1 舵板（ラダープレート） 
舵板の板厚𝑡は，次の算式による値以上としなければならない。なお，一体型部品付近

の舵板は，13.2.7.4 に従い増厚しなければならない。 

𝑡 ൌ 5.5𝑆𝛽ඨቆ𝑑𝑇ௌ 
𝐹ோ ൈ 10ିସ

𝐴
ቇ𝐾  2.5（mm） 

𝑇ௌ： 構造用喫水（1.4.3.1-5.参照） 
𝐴及び𝐹ோ： 13.2.2.1 の規定による。 
𝐾： 13.2.1.2 の規定により定まる舵板の材料係数 
𝛽： 次の算式による。 

𝛽 ൌ ඨ1.1 െ 0.5 ൬
𝑆
𝑎
൰
ଶ

，最大 1.0 ቀ
𝑎
𝑆
 2.5ቁ 

𝑆： 水平舵骨及び垂直舵骨の心距のうちの小さい方の心距（m） 
𝑎： 水平舵骨及び垂直舵骨の心距のうちの大きい方の心距（m） 
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13.2.8 舵頭材と舵心材との接合部 

13.2.8.4 差し込み及び抜き出しのための特別な配置のコーンカップリング 
 
-2.を次のように改める。 

 
-2. 押込み圧力は，次の要件を満足しなければならない。 
(1) 押込み圧力は，次の 2 つの値のうち大きな方の値以上としなければならない。 

𝑝ଵ ൌ
2𝑀

𝑑
ଶ𝑙𝜋𝜇

ൈ 10ଷ（N/mm2） 

𝑝ଶ ൌ
6𝑀

𝑙ଶ𝑑
ൈ 10ଷ（N/mm2） 

𝑀： 13.2.8.3-2.による舵頭材の設計許容モーメント（N-m） 
𝑑： 円錐部の平均直径（mm）（図 13.2.8-2.参照） 
𝑙： カップリング長さ（mm） 
𝜇： 摩擦係数で，0.15 とする。 
𝑀： コーンカップリング上部の舵頭材における曲げモーメント（例えば，C 型

舵の場合）（N-m） 
舵の内側にトランクが伸びている C 型舵の場合，カップリングは，次の 2 ケース

を考慮しなければならない。 
(a) 舵全体に圧力がかかる場合 
(b) ネックベアリングの中央より下の舵部分にのみ圧力がかかる場合 

(2) 押込み圧力が円錐部の許容面圧を超えないことを確保しなければならない。許容面

圧については，次の算式により決定しなければならない。 

𝑝 ൌ
0.95𝜎ሺ1 െ 𝛼ଶሻ

√3  𝛼ସ
െ 𝑝 

𝑝 ൌ
3.5𝑀

𝑑𝑙ଶ
ൈ 10ଷ 

𝜎： ガジョン材料の最小降伏応力（N/mm2） 

𝛼 ൌ
𝑑
𝑑

 

𝑑： 円錐部の平均直径（mm）（図 13.2.8-2.参照） 
𝑑： ガジョンの外径（mm）（図 13.2.8-2.及び図 13.2.8-3.参照。最小値と

すること）。ここで，ガジョンの外径𝑑は，円錐部の平均直径𝑑をとる水

平断面と同一断面における値を用いることを推奨する。 
-3. 押込み長さは，次の要件を満足しなければならない。 
(1) 押込み長さ𝛥𝑙は（mm）次の算式による。 

𝛥𝑙ଵ  𝛥𝑙  𝛥𝑙ଶ 

𝛥𝑙ଵ ൌ
𝑝𝑑

𝐸 ൬
1 െ 𝛼ଶ

2 ൰ 𝑐


0.8𝑅௧
𝑐

（mm） 

𝛥𝑙ଶ ൌ
𝑝𝑑

𝐸 ൬
1 െ 𝛼ଶ

2 ൰ 𝑐


0.8𝑅௧
𝑐

（mm） 

𝑅௧： 平均粗度（mm）で，約 0.01 mm とする。 
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𝑐： 13.2.8.3-1.に規定する直径のテーパ 
𝐸： ヤング率（2.06 ൈ 10ହ N/mm2） 

(2) 油圧結合とする場合，円錐部の要求押込み力𝑃（N）は，次の算式により決定する

ことができる。ここで，油圧を使用する場合の摩擦係数については，参考値として

0.02 を採用しているが，機械的処理及び細部の粗度によって変化する。また，結合

手順により舵の重量を原因とする偏った押込みの影響が生じる場合，規定押込み長

さの決定については，本会が承認する場合，斟酌して差し支えない。 

𝑃 ൌ 𝑝𝑑𝜋𝑙 ቀ
𝑐
2
 0.02ቁ 

13.2.9 ピントル 

13.2.9.2 ピントルの構造 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. ドライフィッティングの場合のピントルの要求押し込み圧力（N/mm2）は，次の算

式𝑝ଵにより決定しなければならない。オイルインジェクションフィッティング（ウエッ

トフィッティング）の場合のピントルに対する要求押込み圧力（N/mm2）は，次の算式𝑝ଵ
及び𝑝ଶにより定まる値のうち大きい方の値により決定しなければならない。また，押込

み長さ𝛥𝑙ଵは，次に示すピントルの押込み圧力及び特性を用いて，13.2.8.4-3.と同様に算出

しなければならない。 

𝑝ଵ ൌ 0.4
𝐵𝑑
𝑑

ଶ𝑙
（N/mm2） 

𝑝ଶ ൌ
6𝑀

𝑙ଶ𝑑
ൈ 10ଷ（N/mm2） 

𝐵： 13.2.9.1 による。 
𝑑，𝑙： 13.2.8.4-2.の規定による。 
𝑑： ピントル直径（mm）（図 13.2.8-2.参照） 
𝑀： ピントルコーンカップリング部における曲げモーメント（N-m）で次の算式

による。 
𝑀 ൌ 𝐵ℓ 

ℓ： ピントルベアリングの中央からコーンカップリングとピントルの

接触面の上端までの長さ（m）（図 13.2.9-1.参照） 
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図 13.2.9-1.として次の図を加える。 
 

図 13.2.9-1. ピントルベアリングの中央からコーンカップリングと 
ピントルの接触面の上端までの長さ 

 

 
 

13.2.10 舵頭材及びピントルのベアリング 
 
13.2.10.1 を次のように改める。 

13.2.10.1 スリーブ及びブッシュ 
-1. 舵頭材ベアリングには，スリーブ及びブッシュを備えなければならない。舵頭材及

びピントルの直径が 200 mm 未満の場合，ブッシュにスリーブを備える必要はない。スリ

ーブ及びブッシュの最小厚さは，次による。 
(1) 𝑡୫୧୬ ൌ 8 mm（金属製材料及び合成材料） 
(2) 𝑡୫୧୬ ൌ 22 mm（リグナム材） 
-2. ピントルベアリングのスリーブ及びブッシュの厚さは次の値以上としなければな

らない。また，前-1.に規定する最小厚さ以上としなければならない。 
𝑡 ൌ 0.01√𝐵（mm） 
𝐵： 13.2.9.1 による。 



 

10/35 

13.2.10.3 ベアリング寸法 
 
-2.を次のように改める。（日本籍船舶用） 
 

-2. ピントルベアリング長さ𝐿は次の算式による。 
𝑑  𝐿  1.2𝑑 

𝑑： 11.5.1.7 の規定による。 

13.2.11 付属装置 

13.2.11.1 ラダーキャリア* 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 海水に通じるラダートランクでは，操舵装置部に海水が浸入してラダーキャリアか

ら潤滑剤が洗い流されることを防ぐために，トリムを考慮したその位置における最上位の

喫水線より上方にシール又はスタッフィングボックスを取付けなければならない。ラダー

トランク頂部がトリムを考慮したその位置における最上位の構造用喫水（トリムなし）に

おける喫水線より下方にある場合には，隔離した 2 つの水密シール又はスタッフィングボ

ックスを設けなければならない。 
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CS 編 小型鋼船の船体構造及び船体艤装 

2 章 船首材及び船尾材 

2.2 船尾材 

2.2.7 ラダートランク 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 材料，溶接及び船体との結合部 
ラダートランクに使用する鋼材は，炭素含有量の溶鋼分析値が 0.23%以下又は炭素等量

（CEQ）が 0.41%以下の，溶接に適したものとしなければならない。 
ラダートランクと外板又はスケグの底部との溶接接合は，完全溶け込み溶接としなけれ

ばならない。 
外板又はスケグよりも下に伸びるラダートランクの場合，すみ肉溶接の肩部の半径 r に

ついては，実行可能な範囲で大きくし，次の算式によらなければならない。（図 CS2.3 参

照） 
𝑟 ൌ 0.1𝑑/𝐾்  

ただし，次の値以上とすること。 
𝜎  40/𝐾ௌ் N/mm2 の場合 𝑟 ൌ 60𝑚𝑚 mm 

𝜎 ൏ 40/𝐾ௌ் N/mm2 の場合 𝑟 ൌ 30 mm 

dl : 3.5.2 に定義される舵頭材の径 
𝜎 :ラダートランクの曲げ応力（N/mm2） 
KST：3.1.2 の規定により定まる舵頭材ラダートランクの材料係数 

研削によって半径を得ても差し支えない。ディスクグラインダ研削を行う場合，溶接方

向の研磨傷は避けなければならない。 
上記半径は，ゲージを用いて正確に確認しなければならず，少なくとも 4 つの外形側面

について確認しなければならない。確認記録を検査員に提出しなければならない。 
ラダートランクに鋼材以外の材料を用いる場合については，本会の適当と認めるところ

による。 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 寸法 
ラダートランクの寸法は次による。 
(1) 曲げ及びせん断による等価応力は使用材料の0.35𝜎以下としなければならない。 
(2) ラダートランクの溶接部の曲げ応力は次式を満足しなければならない。 

𝜎  80/𝐾ௌ் 

𝜎 ： -2.の規定による（N/mm2） 
KST ： 3.1.2 の規定により定まる舵頭材ラダートランクの材料係数。ただし，0.7 以

上とする。 
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𝜎 ： 使用材料の規格最小降伏応力（N/mm2） 
曲げ応力の計算において，考慮すべき長さは，ラダーストック下部ベアリングの高さの

中心と，トランクが外板又はスケグ底に固着される点の間の距離とする。 
 

図 CS2.3 すみ肉溶接の肩部の半径 
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3 章 舵 

3.1 一般 

3.1.1 を次のように改める。 

3.1.1 適用* 
-1. （省略） 
-2. 本章の規定は，15.2.1-1.に規定する𝐿ଵについて，𝐿ଵ  24 m の船舶の舵に適用する。 
-23. 3 個以上のピントルを有する舵あるいは特殊な断面又は形状を有する舵について

は，本会の適当と認めるところによる。 
-34. 舵角が 35 度を超える場合の舵については，本会の適当と認めるところによる。 

3.1.3 溶接及び詳細設計 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 舵の曲げによって大きな応力を受ける舵板の溶接部及び板材と重量部材（鍛鋼，鋳

鋼又は極厚板による一体型部材）の溶接部は完全溶け込み溶接としなければならない。A
型，D 型及び E 型舵の切欠き部及び C 型舵の上部のような高応力部には鋳鋼又は溶接構造

のリブを設けなければならない。完全溶け込み溶接は通常 2 方向から溶接しなければなら

ない。裏溶接が不可能な場合は，鋼製の裏当て金を用いた片面溶接を原則とする。この場

合，裏当て金と重量部材開先の溶接部は片面連続溶接としなければならない。（図 CS3.3
参照）また，開先角度は，片側溶接の場合，少なくとも 15 度としなければならない。な

お，本会が適当と認めた場合，これと異なる溶接施工を認めることがある。 
 
図 CS.3.3 として次の図を加える。 
 

図 CS3.3 鋼製の裏当て金を用いた舵板の完全溶け込み溶接 
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3.2 を次のように改める。 
 

3.2 舵力* 

舵の寸法を決定するために用いられる舵力𝐹ோは前進及び後進のそれぞれの状態につい

て次の算式による。ただし，特に大きな推力を発生させるプロペラの後方に舵を配置す

る場合には，舵力を適当に増さなければならない。 
𝐹ோ ൌ 𝐾ଵ𝐾ଶ𝐾ଷ132𝐴𝑉ଶ（N） 
A：舵の面積（m2） 
V：船の速力（kt）。その速力が 10 kt 未満の場合には，V は，次の値 Vmin としなけ

ればならない。 

𝑉 ൌ
ାଶ

ଷ
（kt） 

後進状態に対しては，A 編 2.1.30 に規定する後進速力𝑉は次の値とする。ただ

し，最大後進速力が Va を超えて計画されている場合にはその速力とする。 
𝑉 ൌ 0.5𝑉（kt） 
𝐾ଵ：舵のアスペクト比𝛬によって定まる係数で，次の算式による。 

𝐾ଵ ൌ
𝛬  2

3
 

𝛬：次の算式による。ただし，𝛬は，2 を超える必要はない。 

𝛬 ൌ
ℎଶ

𝐴௧
 

h ： 図 CS3.34 の座標系により求められる舵の平均高さ（m） 
At： 舵の面積 A（m2）。ただし，舵の平均高さ h の範囲内に舵柱またはラダ

ーホーンがある場合にはそれらを含む合計面積（m2）とする。 
K2：舵の断面形状の種類によって定まる係数で表 CS3.1 による。 
K3：舵の設置位置によって定まる係数で次の値とする。 

プロペラ後流の外に舵がある場合：0.8 
プロペラノズルを有し，その後方に舵がある場合：1.15 
その他の場合：1.0 
 

図 CS3.34 舵の座標系 

（省略） 

 
3.3 舵トルク 

3.3.1 を次のように改める。 

3.3.1 B型及び C型舵の舵トルク 
B 型及び C 型舵の舵トルク TR は，前進及び後進のそれぞれの状態について次の算式に

よる。 
𝑇ோ ൌ 𝐹ோ𝑟（N-m） 
FR：3.2 の規定による。 

r ：舵の舵力中心から舵頭材の中心線までの距離で次の算式による。 
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𝑟 ൌ 𝑏ሺ𝛼 െ 𝑒ሻ（m） 
ただし，前進状態では，r は次の値 rmin 未満としてはならない。 

𝑟 ൌ 0.1𝑏（m） 
b ：図 CS3.34 の座標系により求められる舵の平均幅（m） 
𝛼 ：次の値とする。 

前進状態：0.33 
後進状態：0.66 

𝑒 ：舵のバランス比で次の算式による。 

𝑒 ൌ
𝐴
𝐴

 

Af ：舵頭材の中心線より前方にある舵の面積（m2） 
A ：3.2 の規定による。 

 
3.3.2 を次のように改める。 

3.3.2 A型舵の舵トルク 
A 型舵の舵トルク𝑇ோは，前進及び後進のそれぞれの状態について次の算式による。 

𝑇ோ ൌ 𝑇ோଵ  𝑇ோଶ（N-m） 
ただし，前進状態での𝑇ோは次の算式による値𝑇ோ未満としてはならない。 

𝑇ோ ൌ 0.1𝐹ோ
భభାమమ


（N-m） 

TR1 及び TR2：それぞれ A1 及び A2 部分の舵トルク（N-m） 
A1 及び A2：それぞれ A1f 及び A2f を含み，A=A1+A2 となるように分割されたそれぞ

れの四辺形の面積（m2）で，図 CS3.45 による。A1f及び A2fはそれぞれ舵頭材中

心より前方の部分を指す。 
 

図 CS3.45 舵の分割 

（省略） 
 
b1 及び b2：図 CS3.34 を準用して定まる A1 及び A2 部分の平均幅（m） 
FR及び A：3.2 の規定による。 

A1 及び A2 部分の舵トルク TR1 及び TR2 は，それぞれ次の算式による。 
𝑇ோଵ ൌ 𝐹ோଵ𝑟ଵ（N-m） 
𝑇ோଶ ൌ 𝐹ோଶ𝑟ଶ（N-m） 

A1 及び A2 部分の舵力 FR1 及び FR2 は，それぞれ次の算式による。 

𝐹ோଵ ൌ 𝐹ோ
భ

（N） 

𝐹ோଶ ൌ 𝐹ோ
మ

（N） 

r1 及び r2 は，それぞれ A1 及び A2 部分の舵力中心から舵頭材の中心線までの距離でそれ

ぞれ次の算式による。 
𝑟ଵ ൌ 𝑏ଵሺ𝛼 െ 𝑒ଵሻ（m） 
𝑟ଶ ൌ 𝑏ଶሺ𝛼 െ 𝑒ଶሻ（m） 

e1 及び e2 はそれぞれ A1 及び A2 部分のバランス比でそれぞれ次の算式による。 

𝑒ଵ ൌ
భ
భ

 ，𝑒ଶ ൌ
మ
మ
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𝛼:次の値とする。 
ラダーホーンのような固定構造物の後方にない舵の部分に対しては， 

前進状態：0.33 
後進状態：0.66 

ラダーホーンのような固定構造物の後方にある舵の部分に対しては， 
前進状態：0.25 
後進状態：0.55 

 
3.5 舵頭材 

3.5.2 を次のように改める。 

3.5.2 下部舵頭材 
下部舵頭材とは，トルクと曲げモーメントの合成力を受けるラダーキャリアのベアリン

グ中央より下方の部分の舵頭材をいい，その径 dl は等価応力が 118/KS（N/mm2）を超えな

いように定めなければならない。等価応力𝜎は，次の算式による。 

𝜎 ൌ ඥ𝜎
ଶ  3𝜏௧

ଶ（N/mm2） 

𝜎及び𝜏௧:それぞれ舵頭材の考慮している位置に働く曲げ応力及び捩じり応力で次

の算式による。 

曲げ応力：𝜎 ൌ
ଵ.ଶெ

ௗ
య ൈ 10ଷ（N/mm2） 

捩じり応力：𝜏௧ ൌ
ହ.ଵ்ೃ
ௗ
య ൈ 10ଷ（N/mm2） 

M：舵頭材の考慮している位置における曲げモーメント（N-m） 
TR：3.3 の規定による。 

舵頭材の水平断面の形状が円形の場合には，舵頭材の径𝑑は，次の算式により算出して

差し支えない。 

𝑑 ൌ 𝑑௨ ∙ ට1  ସ

ଷ
ቂெ
்ೃ
ቃ
ଶల
（mm） 

du：3.5.1 の規定により定まる舵頭材の径（mm） 
舵の内側にトランクが伸びている C 型舵の場合，舵頭材の寸法は，次の 2 ケースを考慮

しなければならない。 
(1) 舵全体に圧力がかかる場合 
(2) ネックベアリングの中央より下の舵部分にのみ圧力がかかる場合 

 
3.6 複板舵における舵板，舵骨及び舵心材 

3.6.1 を次のように改める。 

3.6.1 舵板 
舵板の厚さ t は，次の算式による値以上としなければならない。 

𝑡 ൌ 5.5𝑆𝛽ටቀ𝑑𝑑௦ 
ிೃൈଵషర


ቁ𝐾  2.5（mm） 
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𝑑௦：15.2.1-1.に規定する構造用喫水（m） 
A 及び FR：3.2 の規定による。 
Kpl：3.1.2 の規定により定まる舵板の材料係数 
𝛽 ：次の算式による。 

𝛽 ൌ ට1.1 െ 0.5 ቀ
ௌ


ቁ
ଶ
 ，最大 1.0 ሺ

ௌ
 2.5ሻ 

S： 水平舵骨及び垂直舵骨の心距のうちの小さい方の心距（m） 
a： 水平舵骨及び垂直舵骨の心距のうちの大きい方の心距（m） 

一体型部品付近の舵板は 3.7.4 に従い，増厚しなければならない。 

 
3.7 舵板構造と鍛鋼又は鋳鋼の一体型部品との接合 

3.7.3 を次のように改める。 

3.7.3 舵頭材ハウジングとの接合部における最小断面係数 
舵頭材ハウジングの一体型部品との接合部における，垂直ウェブ及び舵板から成る舵板

構造の断面係数（cm3）については，次式による値以上としなければならない。 

𝑐௦𝑑
ଷ ቀுಶିு

ுಶ
ቁ
ଶ 
ೄ

10ିସ（cm3） 

cS ： 次の係数 
舵板に開口が無い場合又は開口が完全溶け込み溶接される板により密閉され

る場合：cS = 1.0 
舵の考慮する断面上に開口がある場合：cS = 1.5 

dl ： 3.5.2 に規定する下部舵頭材の直径（mm） 
HE ： 舵板の下端と一体型部品の上端間の垂直距離（m） 
HX ： 考慮する断面と一体型部品の上端間の垂直距離（m） 
Kpl： 3.1.2 の規定により定まる舵板の材料係数 
KS ： 3.1.2 の規定により定まる舵頭材の材料係数 

舵板構造の断面における断面係数については，舵の対称軸について算出しなければなら

ない。この断面係数の算出において考慮する舵板の幅は，次式よる値（m）以下としなけ

ればならない。 

𝑏 ൌ 𝑠  2
𝐻
3

 

sV ： 2 つの垂直ウェブの間隔（m）（図 CS3.56 参照） 
舵頭材固定ナットへのアクセス開口を完全溶け込み溶接により密閉しない場合，開口部

を差し引かなければならない。（図 CS3.56 参照） 
 

図 CS3.56 舵板構造と舵頭材ハウジング部との接合部横断面 
（片側にのみ開口を有する場合の例） 

（省略） 
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3.9 舵頭材と舵心材との接合部 

3.9.1 水平フランジ型カップリング* 
 
-5.を次のように改める。 
 

-5. 舵頭材とフランジ間の溶接接合については，図 CS3.67 又はこれと同等のものとし

なければならない。 
 
図 CS3.6 を図 CS3.7 に改める。 
 

図 CS3.67 舵頭材とカップリングフランジ間の溶接接合 

（省略） 
 
3.9.3 を次のように改める。 

3.9.3 キー付コーンカップリング 
-1. テーパ及びカップリング長さ 
油圧応用機器（オイルインジェクションとハイドローリックナット等）による差し込み

及び抜き出しを行わないコーンカップリングにおいて，直径のテーパ c は 1:8 から 1:12 と

しなければならない。ただし，c は次による。（図 CS3.78 及び図 CS3.910 参照） 
𝑐 ൌ ሺ𝑑 െ 𝑑ሻ ℓ⁄  

d0 及び deについては図 CS3.78 を，ℓについては図 CS3.910 を参照すること。 
コーンカップリングはスラッギングナットにより固定し，スラッギングナットは固定板

等で固定しなければならない。 
コーンの形状は確実にかみ合うものとし，カップリング長さℓは通常，舵の頂部における

舵頭材の径 d0 の 1.5 倍以上としなければならない。 
-2. （省略） 
-3. 前-1.にいうスラッギングナットの寸法は，次によらなければならない。（図 CS3.78

参照） 
ネジの谷における直径𝑑  0.65𝑑（mm） 
高さℎ  0.6𝑑（mm） 
外径𝑑  1.2𝑑又は1.5𝑑のうちいずれか大きい方（mm） 

（-4.から-7.は省略） 
 
図 CS3.7 を図 CS3.8 に改める。 
 

図 CS3.78 キー付コーンカップリング 

（省略） 

 
  



 

19/35 

図 CS3.8 を図 CS3.9 に改める。 
 

図 CS3.89 ガジョン外径 

（省略） 
 
図 CS3.9 を図 CS3.10 に改める。 
 

図 CS3.910 円錐部の長さとカップリング長さ 

（省略） 
 

3.9.4 差し込み及び抜き出しのための特別な配置のコーンカップリング* 
 
図 CS3.10 を図 CS3.11 に改める。 
 

図 CS3.1011 キー無しコーンカップリング 

（省略） 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 押込み圧力 
押込み圧力は，次の 2 つの値のうち大きな方の値以上としなければならない。 

𝑝ଵ ൌ
ଶெೊ

ௗ
మℓగఓబ

10ଷ（N/mm2） 

𝑝ଶ ൌ
ெ್

ℓమௗ
10ଷ（N/mm2） 

MY ： 3.9.3-2.による舵頭材の設計許容モーメント（N-m） 
dm ： 円錐部の平均直径（mm）（図 CS3.78 参照） 
ℓ ： カップリング長さ（mm） 
𝜇 ： 摩擦係数で，0.15 とする。 
Mbc ： コーンカップリング上部の舵頭材における曲げモーメント（例えば，C 型舵

の場合）（N-m） 
舵の内側にトランクが伸びている C 型舵の場合，カップリングは，次の 2 ケース

を考慮しなければならない。 
(1) 舵全体に圧力がかかる場合 
(2) ネックベアリングの中央より下の舵部分にのみ圧力がかかる場合 

押込み圧力が円錐部の許容面圧を超えないことを確保しなければならない。許容面圧に

ついては，次式により決定しなければならない。 

𝑝 ൌ
0.95𝜎ሺ1 െ 𝛼ଶሻ

√3  𝛼ସ
െ 𝑝 

𝑝 ൌ
3.5𝑀

𝑑ℓଶ
10ଷ 

𝜎 ： ガジョン材料の規格最小降伏応力（N/mm2） 

𝛼 ൌ
𝑑
𝑑
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dm ： 円錐部の平均直径（mm）（図 CS3.78 参照） 
da ： ガジョンの外径（mm）（図 CS3.78 及び図 CS3.89 参照。最小値とすること。） 

ガジョンの外径は 1.25d0（mm）未満としてはならない。（d0 は図 CS3.78 参照） 
-3. 押込み長さ 
押込み長さ𝛥ℓは（mm）次による。 

𝛥ℓଵ  𝛥ℓ  𝛥ℓଶ 

𝛥ℓଵ ൌ
ೝௗ

ா൬భషഀ
మ

మ
൰
 .଼ோ


（mm） 

𝛥ℓଶ ൌ
ೝௗ

ா൬భషഀ
మ

మ
൰
 .଼ோ


（mm） 

Rtm ： 平均粗度（mm）で，約 0.01 mm とする。 
c ： 3.9.3-1.に規定する直径のテーパ 
E ： ヤング率（2.06 ⋅ 10ହ N/mm2） 
備考： 
油圧結合とする場合，円錐部の要求押込み力𝑃（N）は，次式により決定すること

ができる。 

𝑃 ൌ 𝑝𝑑𝜋ℓ ቀ
𝑐
2
 0.02ቁ 

油圧を使用する場合の摩擦係数については，参考値として 0.02を採用しているが，

機械的処理及び細部の粗度によって変化する。 
結合手順により舵の重量を原因とする偏った押込みの影響が生ずる場合，規定押込

み長さの決定については，本会が承認する場合，斟酌して差し支えない。 
 

3.10 ピントル 

3.10.2 ピントルの構造 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. ピントルの押込み圧力 
ドライフィッティングの場合のピントルの要求押し込み圧力（N/mm2）は，次式𝑝ଵに

より決定しなければならない。オイルインジェクションフィッティング（ウエットフィッ

ティング）の場合のピントルに対する要求押込み圧力（N/mm2）は，次式𝑝ଵ及び𝑝ଶに
より定まる値のうち大きい方の値により決定しなければならない。 

𝑝ଵ ൌ 0.4 ௗబ
ௗ

మℓ
 （N/mm2） 

𝑝ଶ ൌ
6𝑀

ℓଶ𝑑
ൈ 10ଷ（N/mm2） 

B ： 3.10.1 による。 

dm, ℓ：3.9.4-2.の規定による。 
d0 ： ピントル直径（mm）（図 CS3.78 参照） 
𝑀： ピントルコーンカップリング部における曲げモーメント（N-m）で次の算式
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による。 
𝑀 ൌ 𝐵ℓ 

ℓ： ピントルベアリングの中央からコーンカップリングとピントルの

接触面の上端までの長さ（m）（図 CS3.12 参照） 
押込み長さ𝛥𝑙ଵは，上記に示すピントルの押込み圧力及び特性を用いて 3.9.4-3.と同様に

算出しなければならない。 
 
図 CS3.12 として次の図を加える。 
 

図 CS3.12 ピントルベアリングの中央からコーンカップリングとピントルの接触面の

上端までの長さ 

 

 

 
3.11 舵頭材及びピントルのベアリング 

3.11.1 スリーブ及びブッシュ 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 舵頭材ベアリング 
ベアリングには，スリーブ及びブッシュを備えなければならない。舵頭材及びピントル

の直径が 200 mm 未満の場合，ブッシュにスリーブを備える必要はない。 
スリーブ及びブッシュの最小厚さは，次による。 
・ tmin = 8 mm （金属製材料及び合成材料） 
・ tmin = 22 mm （リグナム材） 
-2. （省略） 
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3.11.3 を次のように改める。（日本籍船舶用） 

3.11.3 ベアリング寸法 
ベアリング面の長さと径の比は 1.2 を超えてはならない。 
ピントルベアリング長さ Lp は次の算式による。 

𝑑  𝐿  1.2𝑑 

dp0: 2.2.6 の規定による。 
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「鋼船規則検査要領」の一部を次のように改正する。 
 

C 編 船体構造及び船体艤装 

1 編 共通 

C13 舵 

C13.2 舵 

C13.2.4 舵構造の強度計算 

C13.2.4.1 舵構造の強度計算 

 
-3.を次のように改める。 

 
-3. モーメント及び力の評価法は次の(1)から(3)による。ただし，ラダーホーンにより 2

点弾性支持を受ける D 型舵については，-4.によること。 

（(1)及び(2)は省略） 
(3) 簡略法 

各型の舵のモーメント及び力は次の算式による値として差し支えない。 
(a) A 型舵 

𝑀ோ ൌ
𝐵ଵ

ଶሺℓଵ  ℓଷሻ
2𝐹ோ

（N-m） 

𝑀 ൌ
𝐵ଷሺℓଷ  ℓସሻሺℓଵ  ℓଷሻଶ

ℓଵ
ଶ （N-m） 

𝑀௦ ൌ 𝐵ଷℓସ（N-m） 

𝐵ଵ ൌ
𝐹ோℎ
ℓଵ

（𝑁） 

𝐵ଶ ൌ 𝐹ோ െ 0.8𝐵ଵ  𝐵ଷ（N） 

𝐵ଷ ൌ
𝐹ோℓଵ

ଶ

8ℓସሺℓଵ  ℓଷ  ℓସሻ
（𝑁） 

(b) B 型舵 

𝑀ோ ൌ
𝐵ଵ

ଶℓଵ
2𝐹ோ

（N-m） 

𝑀 ൌ 𝐵ଷℓସ（N-m） 

𝑀௦ ൌ
3𝑀ோℓଷ
ℓଵ  ℓଷ

（N-m） 

𝐵ଵ ൌ
𝐹ோℎ

ℓଵ  ℓଷ
（𝑁） 
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𝐵ଶ ൌ 𝐹ோ െ 0.8𝐵ଵ  𝐵ଷ（N） 

𝐵ଷ ൌ
𝐹ோሺℓଵ  ℓଷሻଶ

8ℓସሺℓଵ  ℓଷ  ℓସሻ
（𝑁） 

(c) C 型舵 
𝑀 ൌ 𝐹ோℎ（N-m） 
𝐵ଶ ൌ 𝐹ோ  𝐵ଷ（N） 

𝐵ଷ ൌ
𝑀

ℓସ
（𝑁） 

舵と舵頭材の接続部には，図 C13.2.4-3.に示すコーンカップリング上部の最大

モーメント𝑀が適用される。 
ただし，舵頭材を支持するラダートランクを備える場合は次による次の 2 つの

ケースを想定して強度を確認しなければならない。 
i) 舵全体にかかる圧力 
ii) ネックベアリングの中央より下の舵部分にのみかかる圧力 
上記 2 つのケースのモーメント及び力は，それぞれ図 C13.2.4-6.及び図 C13.2.4-
7.による。 

𝑀ோは次のいずれか大きい方の値 
𝑀ிோଵ ൌ 𝐹ோଵሺ𝐶𝐺ଵ െ ℓଵሻ 
𝑀ிோଶ ൌ 𝐹ோଶሺℓଵ െ 𝐶𝐺ଶሻ 

ここで，当該舵においては，下部ベアリングの上下を𝐴ଵ及び𝐴ଶ部分とし，記

号は次のとおりとする。（図 C13.2.4-6.及び図 C13.2.4-7.参照） 
𝐹ோଵ： 舵板の𝐴ଵ部分に作用する舵力 
𝐹ோଶ： 舵板の𝐴ଶ部分に作用する舵力 
𝐶𝐺ଵ： 舵板の𝐴ଵ部分の重心の舵底部からの垂直位置 
𝐶𝐺ଶ： 舵板の𝐴ଶ部分の重心の舵底部からの垂直位置 

𝐹ோ ൌ 𝐹ோଵ  𝐹ோଶ 
𝐵ଶ ൌ 𝐹ோ  𝐵ଷ 

𝐵ଷ ൌ
𝑀ிோଶ െ 𝑀ிோଵ

ℓଶ  ℓସ
 

(d) D 型舵 

𝑀ோ ൌ
𝐹ோଶℓଵ

2
（N-m） 

𝑀 ൌ
𝐹ோℓଵ

ଶ

10ሺℓଶ  ℓଷሻ
（N-m） 

𝑀௦ ൌ
2𝑀ோℓଵℓଷ
ሺℓଶ  ℓଷሻଶ

（N-m） 

𝐵ଵ ൌ
𝐹ோℎ

ℓଶ  ℓଷ
（𝑁） 

𝐵ଶ ൌ 𝐹ோ െ 𝐵ଵ，min𝐵ଶ ൌ 𝐹ோ/4（N） 

𝐵ଷ ൌ
𝑀

ℓସ
（𝑁） 

𝑄ଵ ൌ 𝐹ோଶ（N） 
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(e) E 型舵 

𝑀ோ ൌ
𝐹ோଶℓଵ

2
（N-m） 

𝑀 ൌ
𝐹ோℓଵ

ଶ

10ℓଶ
（N-m） 

𝐵ଵ ൌ
𝐹ோℎ
ℓଶ

（𝑁） 

𝐵ଶ ൌ 𝐹ோ െ 𝐵ଵ，min𝐵ଶ ൌ 𝐹ோ/4（N） 

𝐵ଷ ൌ
𝑀

ℓସ
（𝑁） 

𝑄ଵ ൌ 𝐹ோଶ ሺNሻ 
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図 13.2.4-3.を次のように改める。 
 

図 C13.2.4-3. C 型舵 
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図 C13.2.4-4. D 型舵 
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図 13.2.4-6.を次のように改める。 
 

図 C13.2.4-6. 舵頭材を支持するラダートランクを備える C 型舵 
（舵全体に圧力がかかる場合） 
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図 13.2.4-7.として次の図を加える。 
 

図 C13.2.4-7. 舵頭材を支持するラダートランクを備える C 型舵 

（ネックベアリングの中央より下の舵部分にのみ圧力がかかる場合） 

 

 
図 13.2.4-7.を図 13.2.4-8.に改める。 
 

図 C13.2.4-78. 2 点弾性支持を受ける D 型舵 

（省略） 
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C13.2.9 ピントル 
 
C13.2.9 を次のように改める。 

C13.2.9.2 ピントルの構造 
-1. ピントルを固着するナットの回り止めに割りピンを使用することは推奨しない。図

C13.2.9.2-1.に示すように，ロック用リング又はこれと同等なものを使用する。 
-2. ピントルの腐食防止のため，スリーブの端部には図 C13.2.9.2-1.に示すように，船尾

材との間にレッドレッド，グリースパッキン，ビツミナスエナメル又はゴム等を充てんす

る。 
-3. ピントルと舵骨を一体とすることは推奨しない。 
-4. 規則 13.2.9.2-2.に規定するベアリングの支持反力の𝐵について，例えば D 型舵の場

合，図 C13.2.4-4.で定義される𝐵ଵを用いる。 
 

図 C13.2.9-1. ロック用リング 
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CS 編 小型鋼船の船体構造及び船体艤装 

CS3 舵 

CS3.4 舵強度計算 

CS3.4.1 舵強度計算 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. モーメント及び力の評価法 
モーメント及び力の評価法は次の(1)から(3)による。 
（(1)及び(2)は省略） 
(3) 簡略法 

各型の舵のモーメント及び力は次の算式による値として差し支えない。 
(a) A 型舵 

𝑀ோ ൌ
భ

మሺభబାయబሻ

ଶிೃ
（N-m） 

𝑀 ൌ
యሺయబାరబሻሺభబାయబሻమ

భబ
మ （N-m） 

𝑀௦ ൌ 𝐵ଷ𝑙ସ（N-m） 

𝐵ଵ ൌ
ிೃ
భబ

（N） 

𝐵ଶ ൌ 𝐹ோ െ 0.8𝐵ଵ  𝐵ଷ（N） 

𝐵ଷ ൌ
ிೃభబ

మ

଼రబሺభబାయబାరబሻ
（N） 

(b) B 型舵 

𝑀ோ ൌ
భ

మభబ
ଶிೃ

（N-m） 

𝑀 ൌ 𝐵ଷ𝑙ସ（N-m） 

𝑀௦ ൌ
ଷெೃయబ
భబାయబ

（N-m） 

𝐵ଵ ൌ
ிೃ
భబାయబ

（N） 

𝐵ଶ ൌ 𝐹ோ െ 0.8𝐵ଵ  𝐵ଷ（N） 

𝐵ଷ ൌ
ிೃሺభబାయబሻమ

଼రబሺభబାయబାరబሻ
（N） 

(c) C 型舵 

𝑀 ൌ 𝐹ோℎ（N-m） 

𝐵ଶ ൌ 𝐹ோ  𝐵ଷ（N） 

𝐵ଷ ൌ
ெ್

రబ
（N） 
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舵と舵頭材の接続部には，図 C13.2.4-3.に示すコーンカップリング上部の最大

モーメント𝑀が適用される。 
ただし，舵頭材を支持するラダートランクを備える場合は次による次の 2 つの

ケースを想定して強度を確認しなければならない。 
i) 舵全体にかかる圧力 
ii) ネックベアリングの中央より下の舵部分にのみかかる圧力 
上記 2 つのケースのモーメント及び力は，それぞれ図 CS3.4.1-4.及び図 CS3.4.1-
5.による。 

MRは次のいずれか大きい方の値 
𝑀ிோଵ ൌ 𝐹ோଵሺ𝐶𝐺ଵ െ ℓଵሻ 
𝑀ிோଶ ൌ 𝐹ோଶሺℓଵ െ 𝐶𝐺ଶሻ 

ここで，当該舵においては，下部ベアリングの上下を A1 及び A2 部分とし，記号は

以下のとおりとする。（図 CS3.4.1-4.及び図 CS3.4.1-5.参照） 
FR1 ：舵板の A1 部分に作用する舵力 
FR2 ：舵板の A2 部分に作用する舵力 
CG1Z：舵板の A1 部分の重心の舵底部からの垂直位置 
CG2Z：舵板の A2 部分の重心の舵底部からの垂直位置 

𝐹ோ ൌ 𝐹ோଵ  𝐹ோଶ 
𝐵ଶ ൌ 𝐹ோ  𝐵ଷ 

𝐵ଷ ൌ
𝑀ிோଶ െ𝑀ிோଵ

ℓଶ  ℓସ
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図 CS3.4.1-3.を次のように改める。 
 

図 CS3.4.1-3. C 型舵 
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図 CS3.4.1-4.を次のように改める。 
 

図 CS3.4.1-4. 舵頭材を支持するラダートランクを備える C 型舵 
（舵全体に圧力がかかる場合） 
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図 CS3.4.1-5.として次の図を加える。 
 

図 CS3.4.1-5. 舵頭材を支持するラダートランクを備える C 型舵 

（ネックベアリングの中央より下の舵部分にのみ圧力がかかる場合） 

 

 
CS3.12 付属装置 

CS3.12.1 ラダーキャリア 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. ラダーキァリア部の水密性 
(1) 海水に通じるラダートランクでは，操舵装置部に海水が浸入してラダーキャリアか

ら潤滑剤が洗い流されることを防ぐために，トリムを考慮したその位置における最

上位の喫水線より上方にシール又はスタッフィングボックスを取り付けなければ

ならない。ラダートランク頂部がトリムを考慮したその位置における最上位の構造

用喫水（トリムなし）における喫水線より下方にある場合には，隔離した 2 つの水

密シール又はスタッフィングボックスを設けなければならない。 
(2) スタッフィングボックスのパッキン・グランドには，スタッフィングボックスの位

置に応じた舵頭材との間に適当な間隙を設けることを推奨する。間隙の標準は，ス

タッフィングボックスの位置が頸部又は中間軸受部の場合は 4 mm，上部舵頭材軸

受の場合は 2 mm とする。 


